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芝山町学校給食センター設計業務委託公募型プロポーザル募集要項 

 

１．趣旨 

この要項は、芝山町学校給食センター建設事業の基本設計及び実施設計を行

うにあたり、透明性及び公平性を確保し、高度な技術力と豊富な経験及び実績

から質の高い提案を広く求め、その内容等を総合的に判断し、本業務に最も適

した設計事業者を選定するため、公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」

という。）の実施方法等について、必要な事項を定めるものとする。 

 

２．業務概要 

（１）業務名称 

芝山町学校給食センター設計業務委託 

（２）業務内容 

芝山町学校給食センター設計業務委託仕様書による 

（３）履行期間 

契約締結日の翌日から令和７年３月２７日 

（４）委託業務予算上限額 

金２２,０５５,０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

＊ 給食センター厨房設備等の設計については、協力事業者を選定するために、

別途 厨房設備設計協力事業者選定公募型プロポーザルを実施する。 

 

３．募集要領 

（１）選定方針 

受注候補者の選定は、二段階審査方式で実施し、芝山町学校給食センター

設計業務委託公募型プロポーザル実施要綱第３条に規定する「技術提案審査

委員会」（以下「委員会」という。）が審査し、事業予定者を選定する。 

（２）実施スケジュール（予定） 

項   目 期   日 

募集要項の公表 令和６年４月２６日（金） 

参加資格及び一次審査に関する質問書の提
出期限 

令和６年４月２６日（金） 
～５月８日（水）１７時 

参加資格及び一次審査に関する質疑の回答 令和６年５月９日（木） 

参加申請書等の提出期限 令和６年５月１３日（月） 

参加資格等の審査 令和６年５月１５日（水） 
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第一次審査結果の通知及び技術提案書等の
提出依頼 

令和６年５月１５日（水） 

技術提案書に関する質問書の提出期間 
令和６年５月１５日（水）
～５月２０日（月）１７時 

技術提案書に関する質疑の回答 令和６年５月２２日（水） 

技術提案書等の提出期限 令和６年５月２８日（火） 

技術提案書及びプレゼンテーションによる
提案内容等の評価、事業予定者の決定 

令和６年５月３０日（木） 

結果の通知・公表 令和６年５月３１日（金） 

※ 上記の日程は、都合により変更する場合がある。 

（３）技術提案審査委員会の構成 

 ア 技術提案審査委員会：委員６名 

 イ 事務局：芝山町教育委員会 教育課 学校教育係 

〒２８９－１６２４ 

住 所：千葉県山武郡芝山町小池９７３ 

電 話：０４７９－７７－１８６１ 

ＦＡＸ：０４７９－７７－１９５０ 

Ｅ‐mail : gakukyo@town.shibayama.lg.jp 

（４）参加資格要件 

本プロポーザル参加者は、参加申請書提出日現在において以下の要件をす

べて満たす者とする。なお、協定締結までの間に参加資格を有しなくなった

場合は、その時点で失格とする。 

ア 芝山町建設工事等入札参加資格者名簿に「建築関係建設コンサルタン

ト業務：建築一般」で登録されていること。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

に該当しない者であること。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申

立てをした者にあっては更生計画の認可がされていない者、又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをし

た者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。 

エ 本件の公告日から契約の締結日までの間において、芝山町建設工事請

負業者等指名停止措置要領（平成６年芝山町）に基づく指名停止期間中

のものではないこと。 

オ 芝山町暴力団排除条例（平成２４年芝山町条例第１号）第２条第２号

に規定する暴力団員等又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者では
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ないこと。 

カ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第

５４号）等に抵触する行為を行っていない者であること。 

キ 建築士法第２３条（昭和２５年法律第２０２号）の規定による、一級

建築士事務所の登録を行っていること。 

ク 国税及び地方税の滞納がないこと。 

ケ 当該業務委託を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有しているこ

と。 

コ 当該業務に関するノウハウや関連事業についての知見及び実績を有し、

その達成及び遂行に必要な組織、人員を有している事業者であること。 

サ 本設計業務と同種又は類似の設計業務について実績を有しているこ

と。ただし、平成２６年４月以降において業務に着手し、かつ、令和６

年３月３１日までに完了しているものに限る。 

同種の業務とは、元請けとして地方公共団体の発注した学校給食セン

ター（１日当たり６００食以上の調理能力を有する学校給食施設（学校

給食センター（共同調理場）又は、自校給食施設等（ドライ方式に限

る。））の基本設計及び実施設計業務とする。なお、地方公共団体発注

のＰＦＩ事業におけるＳＰＣにおいて、構成企業・協力等の企業として

業務を行った基本設計及び実施設計業務についても同種実績とみなす。 

類似の業務とは、延床面積８００㎡以上で上記を除く学校給食施設等

の新・増・改築に係る基本構想、基本計画、基本設計、実施設計業務を

元請けで履行した実績とする。なお、複合施設の場合は当該用途部分面

積が指定面積以上であること。 

（５）業務実施上の条件 

上記（４）参加資格要件に合わせて、本プロポーザルへの参加を申し込む事

業者は、業務実施にあたり次の条件を満たしていることとする。 

ア 管理技術者、照査技術者及び建築意匠、構造、電気設備、機械設備、建

築積算の各分野の主任技術者をそれぞれ１名配置することとし、管理技術

者、照査技術者及び各分野の主任技術者は兼任することはできない。 

イ 管理技術者は、（４）参加資格要件 サ の設計における業務経験を有

し、業務の管理、統括等を行う、建築士法第２条第２項に規定する一級建

築士の免許を受けた常勤のものを配置すること。 

ウ 照査技術者は、建築士法第２条第２項に規定する一級建築士資格を有

し、設計業務に５年相当の経験を有する者とする。 

エ 建築意匠、構造、電気設備、機械設備、建築積算の各分野の主任技術者

は、建築士法第２条第２項に規定する一級建築士の免許を受けた常勤のも
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のを配置すること。又は、電気設備、機械設備については、建築士法第２

条第５項に規定する十分な経験を有する建築設備士でも可とする。 

オ 管理技術者及び建築意匠、構造、電気設備、機械設備、建築積算の各分

野の主任技術者は、参加申請事業者に所属していること。かつ、直接的か

つ恒常的に雇用関係を有していること。 

カ 参加申請書に記載した配置予定の技術者は、死亡・退職・病気休業等、

特別な場合を除き、プロポーザル期間中及び受注後においても変更するこ

とができない。 

 

４．参加申請手続き 

（１）公表方法 

募集要項等を芝山町ホームページに掲載する。 

指定の様式は、必要に応じダウンロードして使用すること。 

（２）参加申請書の受付期間 

令和６年４月２６日(金)から令和６年５月１３日(月)まで（土・日曜日、

祝日を除く。） 

受付時間は、午前９時から午後５時までとする。 

（３）提出方法 

事務局（芝山町教育委員会 教育課 学校教育係）へ持参又は郵送により提

出するものとする。ただし、郵送の場合は、事務局への送達が証明できる書

留等によるものとし、提出期限最終日の午後５時までに到達したものを有効

とする。 

なお、指定の様式によらないもの及び必要書類が整っていないものは、一

切受け付けない。 

（４）提出書類一覧 

№ 項   目 様 式 提出部数 

１ 参加申請書【正本(１部)に押印する】 様式１ １０部 

２ 事業者概要 様式２ １０部 

３ 業務実績調書 様式３ １０部 

４ 業務実施体制調書 様式４ １０部 

５ 配置予定技術者調書「管理技術者」 様式５-１ １０部 

６ 配置予定技術者調書「主任技術者」 様式５-２ １０部 

７ 参加資格要件「サ」の契約書等の写し ＊注 ― １０部 

＊注 ＰＦＩ事業による場合に該当する事業者は、直近業務１件についてＳＰ
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Ｃの企業として受注した実績を証明できるもの（契約書等のコピー添付） 

（５）参加申請書等の書類作成時の注意事項 

ア 参加申請書及びその関連資料は、別添の様式に基づき作成する。 

イ 用紙の大きさはＡ４判タテ（片面印刷）とする。 

ウ 提出書類は、上記提出書類一覧の順番でまとめ、左上１ヶ所をクリッ

プで留める。 

エ 同種業務又は類似業務が記入最大件数に満たない場合、残りは空欄と

する。 

オ 事業予定者として選定された者に、各様式の記載内容を確認できる書

類の提出を求めることがある。 

 

５．技術提案書等の提出 

一次審査結果により選定された事業者は、以下の方法によって下記書類を提

出すること。 

（１）提出期限 

令和６年５月２８日(火) 午後５時まで（必着） 

（２）提出先及び提出方法 

事務局へ持参又は郵送により提出するものとする。（持参の場合は、土・

日曜日及び時間外は受付不可。） 

ただし、郵送の場合は、事務局への送達が証明できる書留等によるもの

とし、提出期限を厳守すること。 

（３）提出書類一覧 

№ 項   目 様 式 サイズ 枚 数 提出部数 

１ 二次審査書類提出書 様式７ Ａ４縦 １枚 １部 

２ 業務の実施方針及び実施体制 任意 Ａ４縦 １枚 １０部 

３ 技術提案書 

(1)土地利用計画 

 

任意 

 

Ａ３横 

 

１枚 

 

１０部 

(2)施設平面計画 任意 Ａ３横 １枚 １０部 

(3)コスト縮減に関する提案 任意 Ａ４縦 ２枚以内 １０部 

(4)環境に関する提案 任意 Ａ４縦 ２枚以内 １０部 

(5)食育に関する施設整備計画 任意 Ａ４縦 ２枚以内 １０部 

(6)追加提案(独自提案) 任意 Ａ４縦 ２枚以内 １０部 

４ 業務工程表 任意 Ａ３横 １枚 １０部 
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５ 二次審査出席者一覧 様式８ Ａ４縦 １枚 １０部 

６ 参考見積書【正本(1部)に押印】 任意 Ａ４縦 １枚 １０部 

（４）その他 

ア 提出期限までに提出がない場合は、辞退したものとみなす。 

イ 上記の提出書類以外の書類及び図面等は受理しない。 

 

６．技術提案書作成要領 

（１）書類作成時の注意事項等 

ア 指定の様式は、町ホームページからダウンロードすること。 

イ 印刷はすべて片面印刷とし、カラー印刷を可とする。また、Ａ３横用

紙については、片袖折りをしてＡ４縦サイズに合わせること。 

ウ 提出者を特定することができる内容の記述（具体的な社名、実績に係

る業務名、発注者の名称等）は、記載しないこと。 

エ 視覚的表現については、文章を補完するイラストやイメージ図程度と

すること。 

オ 提出図書は５（３）提出書類一覧の順番でまとめ、左上１ヶ所をクリ

ップで留めること。 

（２）提案内容等 

ア ２ 業務の実施方針及び実施体制は、業務の実施方針、取組体制、チー

ムの特徴、特に重視する業務遂行上の配慮事項等を簡潔に記述すること。 

イ ３(1)土地利用計画は、敷地内の配置計画や配送車等の動線、敷地利用

における配慮事項等について図面を作成のうえ記載すること。 

また、外構、駐車台数、受電設備等屋外に配置すべき設備の配置場所

を図示すること。 

ウ ３(2)施設平面計画は、汚染作業区域・非汚染作業区域・一般区域等の

衛生区分等を図示し、提案のポイントを記載すること。 

エ ３(3)コスト縮減に関する提案は、ライフサイクルコスト低減に関する

取り組みや施設設備の改修計画等に関する提案を記載すること。 

オ ３(4)環境に関する提案は、環境負荷の低減に向けた取り組みや周辺環

境への配慮に関する提案を記載すること。 

カ ３(5)食育に関する施設整備計画は、食育の推進を図るための方策と施

設整備方針について記載すること。 

キ ３(6)追加提案は、上記以外の独自提案について記載すること。 

ク ４ 業務工程表は、設計業務及び施設整備スケジュールを詳細に記載す

ること。 
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ケ ６ 参考見積書は、算出根拠となる積算内訳書を添付すること。 

 

７．質問の受付及び回答 

本プロポーザルの実施に関する質問については、質問書に質問内容を簡潔明

瞭にまとめ、事務局宛てに電子メールに添付のうえ送信し、着信確認の電話連

絡をすること。なお、質問は参加資格があると認められた事業者のみから受け

付ける。 

（１）受付期間 

ア 参加資格及び一次審査に関する質問 

令和６年４月２６日（金）から令和６年５月８日（水）１７時まで 

イ 技術提案書に関する質問 

令和６年５月１５日（水）から令和６年５月２０日（月）１７時まで 

（２）電子メールの件名は、「プロポーザル参加資格及び一次審査に関する質

問」又は「プロポーザル技術提案書に関する質問」とすること。 

（３）質問書の様式（様式６又は様式９）は、町ホームページからダウンロー

ドすること。なお、電話又は口頭による質問、指定の様式によらない質問

書は受け付けない。 

（４）回答方法 

芝山町ホームページに掲載する。なお、質問への回答内容は、本募集要

項等の追加又は修正とみなす。 

 

８．審査方法 

（１）一次審査 

一次審査は「参加申請書」等について、庁内に設置する委員会において、

別添１．審査基準（一次審査用）に基づき審査し、参加資格を有する応募者

が多い場合は、一次審査評価点の上位４者を選出する。 

参加申請書等の審査結果については、令和６年５月１５日(水)までに事務

局より参加申請書に記載されたメールアドレス宛てに通知する。 

また、一次審査により選定された参加者へは、併せて技術提案書の提出を

依頼する。 

（２）二次審査 

二次審査は技術提案書等を審査基準に基づく書類審査並びに当該業務を担

当する者（様式４に記載のある者）よりプレゼンテーション及び質疑応答を

実施し、別添２．審査基準（二次審査用）に基づき委員会において審査して

受注候補者及び次点受注候補者を選定する。 
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９．提案内容の審査及び結果通知 

（１）提出された技術提案書に対する説明及び質疑応答を求めるため、二次審

査としてプレゼンテーション及び質疑応答を実施する。 

（２）実施期日：令和６年５月３０日（木）（予定） 

（３）実施場所：芝山町役場 南庁舎 第１会議室 

（４）プレゼンテーションは、技術提案書の受付順で実施するものとし、１参

加者につき３０分以内とし、プレゼンテーション２０分と質疑応答１０分を

予定している。また、技術提案書等の記載内容をパワーポイント等で表現し

たもののみとし、追加資料の使用は認めない。スライド用のパソコンは持参

すること。プロジェクター及びスクリーンは町で用意する。 

なお、プレゼンテーション等に関する詳細については、二次審査参加者へ

別途通知する。 

（５）プレゼンテーションに参加しない場合、又は災害や交通機関の事故等、

やむを得ないと判断される正当な事由がなく、指定時刻に遅れた場合は、失

格とする。 

（６）委員会により、技術提案書及びプレゼンテーションを基に審査を実施す

る。 

ア 各評価者は、提案内容を評価項目ごとに評価する。 

イ 技術提案書及びプレゼンテーションによる各評価項目の配点は、別添

２ 審査基準のとおりとする。 

ウ 各評価者の評価結果を集計・審査し、評価の合計点が最上位であるも

のを受注候補者、第二位であるものを次点受注候補者として選定する。 

なお、別添２ 審査基準に記載の最低基準点を超えない提案者は、失格

とする。 

エ 二次審査（プレゼンテーション）は、非公開とする。 

（７）二次審査結果については、委員会終了後速やかに公表すると共に、すべ

ての参加者に対して参加申請書に記載したメールアドレス宛に電子メール

で次のとおり審査結果等を通知する。 

ア 受注候補者及び次点受注候補者として選定された者に対しては、その

旨を当該参加者の代表者宛に通知する。 

イ 受注候補者及び次点受注候補者として選定されなかった者に対して

は、その旨を当該参加者の代表者宛に通知する。 

ウ 上記イの通知を受けた者は、審査結果の通知日の翌日から起算して７

日以内に書面（様式自由）により説明を求めることができるものとす

る。また、当該回答については、説明を求めることができる最終日の翌

日から１０日以内に行うものとする。 
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１０．業務委託契約 

（１）契約の締結 

実施要綱第１４条の規定による。 

（２）契約に係る業務内容 

契約に係る業務内容は、仕様書に定める内容を標準とする。なお、契約締

結の際にプロポーザルの内容に即して仕様書の内容を確定するが、提案内容

が全て設計金額に反映されるものではない。 

 

１１．その他 

（１）提出書類の取扱い 

ア 提出されたすべての書類は返却しない。 

イ 提出後の差し替え及び追加・削除は認めない。 

ウ 提出書類は、本プロポーザルの実施以外の目的には使用しない。 

エ 提出書類は、原則として公表しない。ただし、芝山町情報公開条例

（平成１４年芝山町条例第１０号）に基づく開示請求があった場合は、

提案者が事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な

利益を害すると認められる情報を除き、この限りではない。 

オ 提出書類は、本プロポーザルの実施にあたり必要な範囲において複製

を作成することがある。 

（２）参加申請者が１者のみの場合であっても、原則として審査は実施するも

のとし、委員会がその提出書類等について、本要項や仕様書等を満たすと

判断した場合は、その１者を受注候補者として選定する。 

（３）評価の合計点が同点の場合は、次の順序で上位者を決定する。 

ア 二次審査の評価が高い者 

イ 価格評価が高い者 

ウ ア、イのいずれも同点の場合は、委員会の合議による。 

（４）本プロポーザルに参加を希望する参加者は、本業務の提案にあたって知

り得た情報等について、一切の事項を他の者に漏らすことを禁止する。 

（５）参加申請書類及び技術提案書の作成等、本プロポーザルに係る費用のす

べては、参加申請者の負担とする。 

（６）本プロポーザルの参加申請書を提出した後、参加を辞退する場合には、

速やかにその旨と理由を記載した参加辞退届（様式１０）により届け出る

こと。 

（７）次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

ア 委員会及び事務局関係者に、本プロポーザルに関して不正な接触又は

要求をした場合 
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イ 提出書類に虚偽の内容が記載されている場合 

ウ 審査の公平性に影響を与える行為があったと委員会が認めた場合 

エ 提出する技術提案書等について、提出前後に町の許可なしに第三者へ

閲覧させた場合 

オ 技術提案書に提案者が特定できる語句、記号等を記載した場合 

カ その他、委員会が不適格と認めた場合 

（８）本プロポーザルに関して使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は

計量法に定めるもの、時刻は日本標準時とする。 

（９）本業務における建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に 

関する設計をとりまとめる設計については、再委託は認めないものとする。 

（10）町ホームページにおいて、審査結果及び受注候補者等について公表を予

定している。 

（11）本要項に定めのない事項及び本要項により疑義が生じた場合は、委員会

において協議するものとする。 
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別添１ 審査基準 

審査基準（一次審査） 

№ 評 価 項 目 配点 

１ 参加資格 
募集要項「３．募集要領（４）参加資格要件」

に掲げる要件を全て満たしているか 
 

２ 事業者概要 

有資格者数及び同種の設計業務において十分な

実績がある 

・有資格者数（一級建築士、構造設計一級建築

士、設備設計一級建築士） 

・設計業務の実績：最大７件まで 

１５ 

３ 
業務体制 

管理技術者 

管理技術者の資格、設計業務実績及び他業務兼

任状況 

・資格の有無 

 対象資格：一級建築士、構造設計一級建築

士、設備設計一級建築士 

＊資格を複数持つ場合は、最も配点の高い資格

を対象とする。 

・設計業務の実績：最大５件まで 

１０ 

４ 
業務体制 

担当技術者 

各担当技術者の資格、同種の設計業務実績及び

他業務兼任状況 

＊建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備建

築積算の担当技術者（最大５名）を対象とす

る。 

・資格の有無 

 対象資格：一級建築士、構造設計一級建築

士、設備設計一級建築士、二級建築士、建築設

備士、技術士（本業務に関連するものに限

る。） 

＊資格を複数持つ場合は、最も配点の高い資格

を対象とする。 

５ 

合   計 ３０ 
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別添２ 審査基準 

審査基準（二次審査） 

№ 評 価 項 目 配点 

１ 
業務実施方針に関する

基本的な考え方 

「芝山町学校給食センター整備基本計

画」等を的確に把握し、町が求める施設

整備方針に基づいた優れた提案がなされ

ているか。 

１５ 

２ 土地利用計画 

敷地内の配置計画や配送車の動線など敷

地全体の土地利用について、優れた提案

がなされているか。 

１５ 

３ 施設平面計画 

作業動線や衛生管理面等に配慮した調理

諸室の配置及び区分について、優れた提

案がなされているか。 

１５ 

４ 
コスト縮減に関する提

案 

ライフサイクルコスト低減に関する取り

組みや施設設備の改修計画等について、

優れた提案がなされているか。 

１０ 

５ 環境に関する提案 

環境負荷の低減に向けた取り組みや周辺

環境への配慮に関して、優れた提案がな

されているか。 

１０ 

６ 食育に関する施設計画 

食育の推進を図るための方策と施設整備

方針について、優れた提案がなされてい

るか。 

１０ 

７ その他追加提案 
上記以外の優秀な独自提案がなされてい

るか。 
５ 

８ 業務工程 
業務の実施時期が明確なものであり、実

施可能な提案がなされているか。 
５ 

９ プレゼンテーション 

上記評価項目について、適切に表現して

おり、本業務に対する優れた考え方や意

欲が感じられるか。 

５ 

10 参考見積額 

見積金額が最も低い事業者を１０点とす

る。その他の事業者については、最も低

い見積金額を当該事業者の見積金額で除

して得た数値に配点１０点を乗じて得た

数値を得点とする。(小数点以下切捨て) 

１０ 

合   計 １００ 

＊ 最低基準点 

 一次審査及び二次審査の合計点が、総合計点の５割に満たない場合は失格と

する。(一次審査30点、二次審査100点、総合計点130点、最低基準点65点) 
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別添３ 審査における評価方法 

 (1) 委員は審査基準の評価対象項目ごとに点数を付け評価する。 

 (2) 審査の配点は５段階評価とし、下表のとおりとする。 

評価区分 

 

 

配点 

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

特に 

優れている 

やや 

優れている 

標準的で 

ある 

やや 

劣っている 
劣っている 

１５点 １５点 １２点 ９点 ６点 ３点 

１０点 １０点 ８点 ６点 ４点 ２点 

５点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 

 


